
速度取締り指針

次の路線、時間帯を重点に速度取締りを推進します。

ただし、重点以外の路線、時間帯（早朝・夜間）であっても、速度取締りを実施することがあります。

豊 後 高 田 警 察 署
令和７年１⽉〜12⽉

豊後高田警察署の速度取締り重点

豊後高田警察署管内における交通事故実態

重点路線（国道２１３号）における交通事故発生状況には以下のような特徴があります。

・ ９時から１８時の時間帯に、人身事故の約７割が発生している。
・ 死亡、重傷事故は、９時から１８時までの間に約７割が発生している。

過去５年間【令和２年〜令和６年10⽉末】の人身事故を集計

その他の交通指導取締り要点

・通学路対策として、通学路における通行禁止の取締りを実施します。
・自転車運転中のながらスマホ、酒気帯び運転の取締りを実施します。

重点路線 重点時間帯 区間 規制速度

国道２１３号 ９：００～１８：００ 真玉 ～ 香々地 ５０キロ

※ 小中学校周辺での速度取締りも実施します。
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路線別発生件数 国道２１３号の時間帯別発生状況
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